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渡すな危険！！キャッシュカード！

ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話
◎ 特殊詐欺とは

被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定し

た預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現

金等をだまし取る犯罪（現金を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュ

カード等を窃取する窃盗を含む）で、10手口の総称です。

○ どんな特徴があるの？

被害者の元に何度も犯人からの電話が掛かってくる。また、一度電話がつながる

と「受け子（犯人）」が自宅へ現れるまで、電話をつないだまま話し続ける場合もあ

る。
中村警察署
052-452-0110

iOS端末

（iPhone等）
Android端末

困り事があれば気軽に

ご相談に来てください！

日比津交番
◎ 10月11日から20日までの10日間、「秋の安全なま

ちづくり県民運動」が実施されます。

◎ 安全なまちづくり県民運動に参加しましょう。

「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯

罪を見逃さない」の３Ｎ（ない）のスローガンを掲

げ、地域が一体となった県民総ぐるみ運動を展開し、

県民の防犯意識の高揚を図り、犯罪の減少を目指し

ます。

安全に安心して暮らせる社会をつくるには、「自

分の身は自分で守る」「犯罪の起きにくい社会を自

分たちの力でつくる」という気持ちが大切です。

この運動の機会に、もう一度、自分の身のまわり

の防犯について考え、ご家庭や地域で話し合ってみ

ましょう。


